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建設副産物Ｑ＆Ａ 「排出事業者として処理施設の確認は義務？」

排出事業者として処理施設の確認は義務？Ｑ．

法律では努力義務ですが、自治体によっ
ては義務に定めているところもあります。Ａ．

一般社団法人 日本木造住宅産業協会

◇廃棄物処理法上は施設確認は努力義務

排出事業者の責任として、廃棄物処理法では処理を委託する場合の委託先に対する施設

確認は努力義務として書かれています。つまり、確認するよう努めなければならないが、確

認しなかったことに対して直接罰則を科すようなものではありません。

ただし、産業廃棄物については都道府県又は廃棄物処理法による政令市がその管轄とな

ります。そのため条例の中で、地域内の処理業者へ処理を委託する排出事業者に対し、施

設の確認を義務付けている自治体があります。また、確認方法も電話等でも良い自治体か

ら、直接現地を確認し、記録を残すことまで義務付けている自治体もあります。

廃棄物処理法の遵守だけではなく、廃棄物処理の委託先が所属している自治体の条例に

ついても注意が必要です。

自治体によっては現地確認が必要となるところもある！！

今回のポイント

■全国の都道府県又は廃棄物処理法における政令市
（図は平成26年9月1日㈱ユニバース調べによる情報です）

【静岡県の義務】
・直接確認
・記録の保管

【新潟県の義務】
・処理先の確認
（電話での確認可）
・記録の保管

【広島県の義務】
・処理先の確認
・記録の保管不要

委託先への施設確認について
何らかの法律以上の規制を定
めている行政区

（定められている義務内容は自
治体により異なります。）


